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障害のある人も障害のない人も


暮らしやすい横浜


を目指します。





�





�





障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）


平成28年４月１日 スタート！





◎ この法律は・・・





　全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的としています。そのために、事業者や行政機関等が取り組むことを定めています。








◎ 事業者の方々は・・・





➢　障害を理由とする「不当な差別的取扱い」が禁止されます。











➢　障害のある人への「合理的配慮の提供」に努めなければなりません。











➢　各省庁が事業分野ごとに定める「対応指針」（ガイドライン）に沿って、


「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の提供」に取り組みます。














 障害者差別解消法（内閣府ホームページ）  http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html　





　障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付


けたりするなどの行為をしてはなりません。





　障害のある人から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になり過ぎない


範囲で、その配慮（合理的配慮）を行うよう努めなければなりません。





「対応指針」については、各省庁のホームページ等をご確認ください。


（下記の内閣府ホームページから検索することもできます。）





横浜市では、障害者差別の解消を障害のある人の権利擁護、人権に関わるテーマであることを認識し、「障害のある人も障害のない人も暮らしやすい横浜」の実現を目標とします。そのために、行政機関として、合理的配慮の提供に重点的に取り組むとともに、障害のある人への配慮を市民や事業者の方々の間にも広げていくための啓発活動に特に重点を置いて取り組んでいきます。


横　浜　市
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Ｑ　対応指針（ガイドライン）は遵守しなければならないのですか？


Ａ　法律では、事業者の方々が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の


提供」に適切に対応するために『対応指針』を定めるとされています。また、


障害のある方たちからは、きちんと対応指針を遵守してほしいとの意見が寄せ


られています。法律の目的等を御理解いただき、『対応指針』に沿った対応をお


願いします。


　　なお、所管の行政機関は、特に必要があると認めるときは、『対応指針』に定


める事項について、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることがあ


ります。





Ｑ　合理的配慮について、どのような配慮をしないと差別になるのですか？


Ａ　個別の事案における特定の行為が差別に該当するかどうかは、それぞれの事


　案に応じて個別具体的に判断されるものであり、あらかじめ一律に定められて


はいません。





Ｑ　差別されたとの相談を受けた場合はどうしたらよいのですか？


Ａ　まずは各事業者の方々が自ら設置する相談窓口等で、相談の内容を把握し、


事実関係を確認した上で、解決に向けた対応をお願いします。


なお、解決が図られずに行政の相談窓口に相談があった場合は、所管の行政


　機関が事実関係の確認や指導、調整等を必要に応じて行います。


　　また、横浜市では、事業者への相談及び所管行政機関の指導、調整等により


解決が図られない相談事案について、障害のある方などからの申出に基づき、


「横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会」が解決を図るためのあっせん


を行う仕組みを設けています。





Ｑ　障害のある従業員への職場での配慮はどうしたらよいのですか？


Ａ　職場での配慮など、雇用分野の対応については、「障害者の雇用の促進等に関


する法律」（障害者雇用促進法）に委ねられています。


 障害者雇用促進法（厚生労働省ホームページ） 


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
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＜事例の場面別内訳＞


勤務先等で　 　114件


　学校等で　　　 　69件


　住まい・家庭等で 24件


　地域で　　　　   66件


　交通機関・道路で


　  　　　　　   135件


　店舗等で　　　   98件


　福祉サービスで   54件


　病院等で　　   126件


　役所で　　　　   87件


　公共施設で　　   30件





　横浜市では、障害者差別解消法の施行に向けて、平成27年１月26日から２月28日まで「障害者差別に関する事例の募集」を実施しました。


寄せられた全ての事例を公表していますのでご覧ください。


～差別を受けたと思った事例、適切な配慮がなくて困った事例など～





　横浜市　障害者差別　事例





【ＵＲＬ】http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/sabetsu-kaisyou/jirei/








